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第１表の１ 

 
  

6,002.3

6,007.5

  面　　積
(単位ﾍｸﾀｰﾙ)

接続する流域下
水道の幹線名

摘　　要

剣崎処理分区 64.7 高崎安中１号幹線

藤塚処理分区 20.0 高崎安中１号幹線

八幡処理分区 174.3 高崎安中１号幹線

422.6

423.4

小塙処理分区 128.8 高崎安中１号幹線

沖処理分区 10.0 高崎榛名２号幹線

貝沢処理分区 813.1 高崎安中１号幹線

浜尻処理分区 214.0 高崎安中１号幹線

井野川処理分区 356.8 玉村渋川２号幹線

萩原処理分区 72.5 玉村渋川２号幹線

井野川第２
処理分区

77.0 玉村渋川２号幹線

井野川第３
処理分区

55.0 玉村渋川２号幹線

井野川第４
処理分区

40.0 玉村渋川１号幹線

井野川第５
処理分区

37.0 玉村渋川１号幹線

倉賀野処理分区 328.0 高崎城南幹線

岩鼻処理分区 66.0 高崎城南幹線

中居処理分区 1,155.9 高崎城南幹線

128.9

132.9

第36-2処理分区 142.0 高崎群馬幹線

第36-3処理分区 187.0 高崎群馬幹線

第36-1処理分区 36-1 棟高町字車久保 高崎群馬幹線

36-3 福島町

倉賀野町字乙福島

21 綿貫町字堤西

21-1 綿貫町

18-3 下滝町字ニツ口

18-4 元島名町字中屋敷

18-5 京目町字殿田

14-1 下小塙町字中川原

公
共
下
水
道

13 剣崎町字長瀞東

13-1 藤塚町字桑原

13-2 八幡町字樋越

18-1 萩原町字沖中

18-2 上滝町字新堀

16-1 問屋町四丁目

18 上滝町字天水

14-2 我峰町字住吉

16 南大類町字中道

36-2 棟高町字石塚

20

予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調書

予定処理区域の面積 ヘクタール
予定処理区域内

の地名
群馬県高崎市
「区域は下水道計画一般図表示のとおり」

処理分区の名称
流域下水道との
接続箇所の番号

流域下水道との
接続箇所の位置

小鳥処理分区 14 下小鳥町字町東 高崎安中１号幹線
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  面　　積
(単位ﾍｸﾀｰﾙ)

接続する流域下
水道の幹線名

摘　　要

新町第一
処理分区

175.0 玉村富岡幹線

新町第二
処理分区

16.0 玉村富岡幹線

新町第三
処理分区

97.0 玉村富岡幹線

234.8

234.3

第49処理分区 20.4 高崎榛名２号幹線

第50処理分区 32.4 高崎箕郷２号幹線

291.9

292.8

第37処理分区 76.5 玉村富岡幹線

第37-1処理分区 27.0 玉村富岡幹線

第38処理分区 100.8 玉村富岡幹線

第38-1処理分区 38.2 玉村富岡幹線

第39処理分区 100.3 玉村富岡幹線

第41処理分区 172.0 玉村富岡幹線

5,875.9

5,881.1

  面　　積
(単位ﾍｸﾀｰﾙ)

接続する流域下
水道の幹線名

摘　　要

八幡原処理分区 126.4 高崎安中１号幹線

小    計
（特環下水道）

126.4

6,002.3

6,007.5
合     計

処理分区の名称
流域下水道との
接続箇所の番号

流域下水道との
接続箇所の位置

公
共
下
水
道

特
定
環
境
保
全

22 八幡原町字北川久保

41 吉井町小串字塚越

小    計
(公共下水道)

38-1 吉井町塩川字平館

39 吉井町矢田字沖田

37-1 吉井町本郷字親王町

38 吉井町池字宮田

第51処理分区 51 箕郷町下芝字下河原 高崎箕郷１号幹線

37 吉井町本郷字踏掛

49 本郷町字竹ノ下

50 箕郷町白川字竹ノ鼻

27-3 新町字中河原

第48処理分区 48 上大島町字新田裏 高崎榛名１号幹線

処理分区の名称
流域下水道との
接続箇所の番号

流域下水道との
接続箇所の位置

公
共
下
水
道

27-1 新町字元下河原

27-2 新町字中河原
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第１表の２ 

 
 
 

放流先の名称 摘　要

烏川左岸
第８排水区

烏川

烏川左岸
第９排水区

烏川

烏川左岸
第10排水区

烏川

烏川左岸
第11排水区

烏川

烏川左岸
第13排水区

烏川

井野川右岸
第３排水区

井野川

井野川右岸
第４排水区

井野川

井野川右岸
第５排水区

井野川

井野川右岸
第６排水区

井野川

井野川右岸
第９排水区

井野川

一貫堀川
第２排水区

一貫堀川

一貫堀川
第３排水区

一貫堀川

一貫堀川
第７排水区

一貫堀川

一貫堀川
第８排水区

一貫堀川

一貫堀川
第９排水区

一貫堀川

一貫堀川
第10排水区

一貫堀川

佐賀野川
第２排水区

佐賀野川

粕沢川
第１排水区

粕沢川

粕沢川
第2-1排水区

粕沢川

粕沢川
第2-2排水区

粕沢川

大応寺川
第１排水区

大応寺川

粕川第１排水区 粕川

粕川第２排水区 粕川

粕川第５排水区 粕川

予定排水区域調書

予定排水区域の面積 ヘクタール 予定排水区域内の地名
群馬県高崎市
「区域は下水道計画一般図表示のとおり」

排水区の名称
  面　　積
(単位ﾍｸﾀｰﾙ)

放流箇所番号 放流箇所の位置

1,688.8

103.2 烏左・11 倉賀野町

46.9 烏左・10 倉賀野町

公
共
下
水
道

15.3 ―― ――

185.1
烏左・7-1
烏左・7-2

倉賀野町

32.6 烏左・10 倉賀野町

113.7 井野右・2 貝沢町

4.8 ―― ――

4.2 井野右・1 大八木町

76.1 ―― ――

11.6 井野右・3 下大類町

9.1 一貫堀・3 末広町

37.4 一貫堀・5 上大類町

12.2 一貫堀・2 飯塚町

36.6 一貫堀・6 江木町

76.5 佐・2 上並榎町

20.6 ―― ――

26.4 ―― ――

10.4 ―― ――

53.2 大応寺・1 倉賀野町

37.1 粕沢・1 上佐野町

133.7 粕沢・2 倉賀野町

69.6 粕川・3 柴崎町

1.6 粕川・1 矢中町

134.9 粕川・2 矢中町
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放流先の名称 摘　要

新町東排水区 烏川

新町中排水区 烏川

新町西排水区 温井川

岡之郷
第一排水区

温井川

岡之郷
第二排水区

温井川

岡之郷
第三排水区

温井川

岡之郷
第四排水区

温井川

新町南排水区 神流川

西部排水区 大沢川

神保排水区 大沢川

旧陣排水区 大沢川

西谷排水区 西谷川

中央排水区 矢田川

平館排水区
大沢川
鏑川

塩川排水区 鏑川

鍛冶町排水区 鏑川

長根第１排水区 長根川

長根第２排水区 長根川

長根第３排水区 長根川

排水区の名称
  面　　積
(単位ﾍｸﾀｰﾙ)

放流箇所番号 放流箇所の位置

2.0 ―― ――

2.0 ―― ――

公
共
下
水
道

92.0 1 新町字大下河原

54.0 2 新町字中原

50.0 3 新町字町並

76.0 4
埼玉県児玉郡大字
勅使河原字陣場前

12.0 No.1 吉井町吉井字新町

7.0 ―― ――

5.0 ―― ――

4.5 ―― ――

47.5 No.17 吉井町矢田字田島

5.0 ―― ――

4.0 ―― ――

16.0 No.24
吉井町吉井字下鏑

川岸

12.0 ―― ――

13.0 ―― ――

23.0 No.23
吉井町吉井字下鏑

川岸

合計 1,688.8

6.0 ―― ――

5.0 No.27 吉井町本郷字中町
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第２表 
 雨水計画を見直し中のため計画降雨調書は未作成 

 

第３表 

 

井野川右岸第３
排水区

分流式
雨水管渠

井野右・1 大八木町 18.079 井野川

井野川右岸第５
排水区

分流式
雨水管渠

井野右・2 貝沢町 17.678 井野川

井野川右岸第９
排水区

分流式
雨水管渠

井野右・3 下大類町 9.55 井野川

一貫堀川第２
排水区

分流式
雨水管渠

一貫堀・2 飯塚町 14.715 一貫堀川

一貫堀川第３
排水区

分流式
雨水管渠

一貫堀・3 末広町 7.019 一貫堀川

一貫堀川第７
排水区

分流式
雨水管渠

一貫堀・5 上大類町 9.569 一貫堀川

一貫堀川第10
排水区

分流式
雨水管渠

一貫堀・6 江木町 6.947 一貫堀川

烏川左岸第９
排水区

分流式
雨水管渠

烏左・7-1 倉賀野町 16.228 烏川
高水位
TP+

75.81m

　－

倉賀野第２樋管水門

点検方法：動作確認
点検頻度：年１回

烏川左岸第10
排水区

分流式
雨水管渠

烏左・8 倉賀野町 6.486 烏川

烏川左岸第11
排水区

分流式
雨水管渠

烏左・9 倉賀野町 12.454 烏川

烏川左岸第13
排水区

分流式
雨水管渠

烏左・10 倉賀野町 7.375 烏川

粕川第１排水区
分流式

雨水管渠
粕川・1 矢中町 4.343 粕川

粕川第２排水区
分流式

雨水管渠
粕川・2 矢中町 20.143 粕川

粕川第５排水区
分流式

雨水管渠
粕川・3 柴崎町 11.417 粕川

佐賀野川第２
排水区

分流式
雨水管渠

佐・2 上並榎町 18.807 佐賀野川

大応寺川第１
排水区

分流式
雨水管渠

大応寺・1 倉賀野町 5.604 大応寺川

粕沢川第１排水区
分流式

雨水管渠
粕沢・1 上佐野町 6.443 粕沢川

粕沢川第２－１
排水区

分流式
雨水管渠

粕沢・2 倉賀野町 18.669 粕沢川

新町東排水区
分流式

雨水管渠
1 新町字大下河原 12.528 烏川

新町中排水区
分流式

雨水管渠
2 新町字中原 8.484 烏川

高水位
TP+

63.37m

　－

新町第３樋管水門
点検方法：動作確認

点検頻度：年１回

新町西排水区
分流式

雨水管渠
3 新町字町並 5.712 温井川

新町南排水区
分流式

雨水管渠
4

埼玉県児玉郡大字
勅使河原字陣場前

10.442 神流川
高水位
TP+

65.62m

　－

新町第２樋管水門
点検方法：動作確認

点検頻度：年１回

西部排水区
分流式

雨水管渠
No.1 吉井町吉井字新町 3.188 大沢川

中央排水区
分流式

雨水管渠
No.17 吉井町矢田字田島 8.076 矢田川

塩川排水区
分流式

雨水管渠
No.23

吉井町吉井
字下鏑川岸

8.076 鏑川

鍛治町排水区
分流式

雨水管渠
No.24

吉井町吉井
字下鏑川岸

3.826 鏑川

長根第３排水区
分流式

雨水管渠
No.27 吉井町本郷字中町 16.836 長根川

吐　　口　　調　　書

排水区の名称
主要な吐口

の種類

主要な吐口
の番号又は

名称

主要な吐口の位置
計画放流量
(単位：
 /秒)

放流先の
名　　称

摘 　要
放流先の

水位
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第４表の１ 

 
  

3,700
3,690

  200～600 7,510
  150～600 9,310

  100～300 4,930
  100～400 4,530

  250～1000 15,590
  200～1650 16,530

4,660
4,540

   75～600 12,010
  100～800 11,230

 250～350 2,370
250 2,210

  200～350 2,150
  200～400 1,420

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番3/17 ＭＨ管理番号16、29)

（図番6/25 ＭＨ管理番号16、29)

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番2/17 ＭＨ管理番号20、33、図番3/17 Ｍ

Ｈ管理番号19、32、図番6/17 ＭＨ管理番号

17、31、図番10/17 ＭＨ管理番号18、30)

（図番2/25 ＭＨ管理番号20、33、図番6/25 Ｍ

Ｈ管理番号19、32、図番9/25 ＭＨ管理番号

17、31、図番13/25 ＭＨ管理番号18、30)

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番1/17 ＭＨ管理番号15、28)

（図番1/25 ＭＨ管理番号15、28、図番5/25 Ｍ

Ｈ管理番号52、55)

－

県央水質浄化センターへの汚水受け入れに

伴い、浜川農業集落排水処理施設を廃止

藤塚処理分区
（１３－１）

八幡処理分区
（１３－２）

  200～500

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番4/25 ＭＨ管理番号54)

小鳥処理分区
（１４）

小塙処理分区
（１４－１）

2箇所
4箇所

 250 70

―
1箇所

管　　渠　　調　　書　　（　　汚　　水　　）

処理分区の名称
主要な管渠の内のり寸法

（単位ミリメートル）

延       長
（単位メートル）

摘   　    要

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番4/25 ＭＨ管理番号56)

剣崎処理分区
（１３）

点検箇所
の数

―
1箇所

  100～350 1,320

貝沢処理分区
（１６）

8箇所

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番6/17 ＭＨ管理番号21、34)

（図番9/25 ＭＨ管理番号21、34)

浜尻処理分区
（１６－１）

井野川処理分区
（１８）

萩原処理分区
（１８－１）

井野川第２処理分区
（１８－２）

井野川第３処理分区
（１８－３）

  250～700 2箇所

2箇所

1,340  200～250
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450
810

  75～800 7,140
  100～1100 6,820

  200～900 29,380
  200～1650 27,640

2,630
2,720

4,000
3,850

3,220
4,060

5,460
3,430

2,770
2,780

980
710

  200～500 8,550
  100～500 8,090

3箇所
5箇所

4箇所

―
1箇所

―
1箇所

主要な管渠の内のり寸法

（単位ミリメートル）

第３６－３処理分区
（３６－３）

新町第一処理分区
（２７－１）

新町第三処理分区
（２７－３）

第４８処理分区
（４８）

第３６－１処理分区
（３６－１）

  200～900

第３６－２処理分区
（３６－２）

岩鼻処理分区
(２１)

中居処理分区
（２１－１）

八幡原処理分区（２２）

2箇所1,060

井野川第４処理分区
（１８－４）

倉賀野処理分区
（２０）

摘   　    要
点検箇所

の数

井野川第５処理分区
（１８－５）

処理分区の名称
延       長

（単位メートル）

  200～500

 250 

  200～250 390

  400～600

 200 

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番3/25 ＭＨ管理番号57、58、59、60、61)

  250～600

  250～800

  200～600

―
5箇所

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番19/25 ＭＨ管理番号50)

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番13/17 ＭＨ管理番号24、35、図番14/17

ＭＨ管理番号22、23、36)

（図番16/25 ＭＨ管理番号24、35、図番17/25

ＭＨ管理番号23)

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番11/17 ＭＨ管理番号26、37、図番15/17

ＭＨ管理番号25、38)

（図番14/25 ＭＨ管理番号26、37、図番18/25

ＭＨ管理番号25、38)

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番15/17 ＭＨ管理番号27、39)

（図番18/25 ＭＨ管理番号27、39)

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番23/25 ＭＨ管理番号49)
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  200～400 410
 300 100

  200～500 210
  100～500 1,010

9,040
9,040

  200～350 1,970
  200～300 1,750

  150～450 1,270
  100～450 990

160
60

  250～800 2,500

  250～350 2,130

   75～500 6,940
   100～500 6,910

145,070
141,430

25箇所
41箇所

―
5箇所

第３９処理分区
（３９）

第４１処理分区

第４９処理分区
（４９）

第５１処理分区
（５１）

処理分区の名称

第５０処理分区
（５０）

  250～300

  200～500

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番24/25 ＭＨ管理番号63、64)

 250 

―
2箇所

合     計

第３７処理分区
（３７）

第３７－１処理分区
（３７－１）

第３８処理分区
（３８）

第３８－１処理分区
（３８－１）

延       長
（単位メートル）

890

主要な管渠の内のり寸法

（単位ミリメートル）

点検箇所
の数

―
1箇所

　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番24/25 ＭＨ管理番号62)

　　　　　　　　　―

方法：人孔内からの目視調査、

若しくは管口カメラを用いる方法

頻度：5年に1回以上

（図番22/25 ＭＨ管理番号66、67、図番25/25

ＭＨ管理番号68、69)

摘   　    要
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第４表の２ 

 

烏川左岸第11排水区

井野川右岸第３排水
区

粕川第１排水区

粕川第２排水区

粕川第５排水区

烏川左岸第９排水区

烏川左岸第10排水区

管　　渠　　調　　書　　（　　雨　　水　　）

排水区の名称
主要な管渠の内法寸法
（単位ミリメートル）

ポンプ施設
の位置

摘 　　      要

 1400×1400～3100×2600 630

   900～2600

 1800×1200～2000×1000 100

 2650･1900×1240 100

20

 1400×1500～1400×1700 290

小　　　計 940

小　　　計 2,480

2600×2600 870

小　　　計 200

 2800×2800～3600×2500 920

 1350～2600 2,930

小　　　計 3,800

 1500～2800 1,560

 2400･1400×1950～
4600･4100×1400

580

小　　　計 4,830

2500×2500 740

 1500～2800 3,440

6000×2100 70

 1650～2800 2,850

 2800×2200～2800×2400 320

 1700×1700～1800×1800 220

小　　　計 220

3000×4500 140

小　　　計 3,310

点検箇所
の数
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佐賀野川第２排水区

一貫堀川第２排水区

一貫堀川第３排水区

粕沢川第2-1排水区

粕沢川第１排水区

烏川左岸第13排水区

井野川右岸第５排水
区

一貫堀川第７排水区

一貫堀川第10排水区

排水区の名称

小　　　計

2,640

2,710

 1900×1700～2200×1700 530

小　　　計

 1600×1600～2100×2100 1,090

530

小　　　計 1,290

主要な管渠の内法寸法
（単位ミリメートル）

延　　　　長
（単位メートル）

摘 　　      要
点検箇所

の数

 1650～2400 690

 1500×1500～3500×2200 1,820

 1800～2200 1,490

 1800×1800～2200×2200 230

小　　　計 1,720

 1900×1900～2200×2200 2,090

小　　　計 2,090

2000×2250 170

小　　　計 2,680

 2500×1750～2800×1700 400

小　　　計 400

 1600×1600～2700×1800 1,010

 2700×1500～3400×1700

小　　　計

 1650～2000 1,380

40

2,800

1,380 1500×1400～2700×1500

小　　　計 1,090

2000×1700 280

2900×2900 70

 1800～3000
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大応寺川第１排水区

新町東排水区

新町中排水区

新町西排水区

小　　　計 430

40 1800×1500～2000×2000

220

1,210小　　　計

9500-2250×3500 

 2300×1600～3500×1500 990

40小　　　計

2200×1500 

排水区の名称
主要な管渠の内法寸法
（単位ミリメートル）

延　　　　長
（単位メートル）

摘 　　      要

 1500×1500～2200×2200 430

新町南排水区

西部排水区

小　　　計

 1800～2000 200

 1650×1650～2800×2500 2,430

2,430

小　　　計 220

20

5401500 

中央排水区

塩川排水区

 1200×1500～2500×2100 1,150

540小　　　計

小　　　計 1,150

 1650～1800 290

小　　　計 290

鍛冶町排水区

長根第３排水区

合     計

小　　　計 1,220

38,740

小　　　計 120

 1600×1600～1800×1800 920

2820-1820×1900 300

1400×1400 120

点検箇所
の数
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第６表 

 

晴天時最大
雨天時最

大

倉賀野汚水
中継ポンプ場

倉賀野処理分
区

倉賀野町字八幡
前

0.006 0.84 -

ポンプ施設
の名称

主要な施設
の名称

数 構 造 摘要

揚程9.5ｍ

能 力

計画揚水量：
0.84( /分)水中汚水ポンプ

（内1台予備）

ポ ン プ 施 設 調 書

ポンプ施設
の名称

処理分区の名
称

敷地面積
（単位ヘクター

ル）

１分間の揚水量
（単位立法メートル） 摘要

ポンプ施設
の位置

倉賀野汚水
中継ポンプ場

汚水ポンプ ２台

ポ ン プ 施 設 の 敷 地 内 の 主 要 な 施 設
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7 その他の書類 
7.1 施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針 

（１）施設の設置に関する方針（様式 1） 

  
 

〈参考：下水道処理人口普及率〉 
 下水道処理人口普及率の算出は、各年度の行政人口に対する県央処理区域内人口から算出した。 
 

 

  

主要な施策

(事業計画に基づ

き今後
実施する予定の

事業に
該当するものを

記載)

現在
(令和3年度末)

中期目標
(令和7年度末)

長期目標

（令和22年度）

46% 52% 62%

事業計画

区域

全体計画

区域

11% 32% 100%

579 ha 1,689 ha 5,281 ha

100% 100% 100%

（1） （1） （1）

23% 25% 35%

0% 0% 100%

※1　括弧内の数値は施設数を表す。

今後、雨水管理総合
計画を策定して整備

を進める予定

既存水路等のス
トックを活用し、効

率的な整備を図

る。

道路側溝、水路、雨
水幹線の適切な管

理

ポ

ン
プ

場

（
汚
水

）

揚水機能が
確保された施

設数：

備考
指標等

汚水処理
下水道処理

人口普及率

生活排水処理施
設整備構想に基づ

く汚水処理の10年

概成を目標とし、
弾力的な対応を考

慮しつつ、人口密
度が高い市街化区

域から優先的に整

備を実施する

既事業計画区域内

の管渠整備事業

下水道処理人口普及
率は行政人口に対す

る県央処理区域内の

人口から算出

整備水準

事業の重点化

･効率化の方針

中期目標を

達成するための

主要な事業

浸水対策
整備目標
62 mm/h
（一般地区）

耐水化

水

害

時
に

お

け
る

機

能

確
保

率
※
1

都
市

浸

水
対

策
達

成

率

浸水なし

浸水ナビを用いて中
高頻度規模降雨
(1/100確率)による浸

水深を確認し、対策
浸水深として設定し

た

耐震化

ポンプ場

重要な幹線等
災
害

時

に
お

け
る

機

能

確
保

率

重要な幹線等(約
182 km)の耐震化を

進めるとともに、処

理場及びポンプ場
は、改築更新計画

と併せて耐震化事

業を進める

ボックスカルバート

耐震化工事
小口径推進管

耐震化工事

年度 行政人口 処理人口 普及率

R3年度末 369,688 169,247 46%

R7年度末 363,297 189,240 52%

長期 336,450 207,810 62%

 13　
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（２）施設の機能の維持に関する方針（様式 2） 

 
 

a)主要な施設に係る主な措置
ⅰ)劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主要な施設

管渠施設

汚水･雨水ポンプ施設

(ポンプ本体)

水処理施設

(送風機本体)

汚泥処理施設

(汚泥脱水機)

ⅱ）診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

主要な施設

管渠施設

汚水･雨水ポンプ施設

(ポンプ本体)

水処理施設

(送風機本体)

汚泥処理施設

(汚泥脱水機)

ⅲ）改築事業の概要（令和4年度～令和7年度）

主要な施設

管渠施設

汚水･雨水ポンプ施設

(ポンプ本体)

水処理施設

（送風機本体）

汚泥処理施設

（汚泥脱水機）

b)長期的な改築の需要見通し

試算の対象期間 試算の前提条件

概ね50年後
管路施設

処理場施設

出典）高崎市ストックマネジメント実施方針策定業務（その1）報告書　［処理場・ポンプ場編］［管路編］

改築の需要見通し

(年当たりの概ねの事業規模の試算)

約　1,633 百万円　／　年

約　1,573 百万円　／　年

　－

改築事業の概要

　－

　－

　－

　－

　－

点検・調査の頻度

施設の重要度等に応じて、概ね5年～50年に1回点検を実施。

点検の結果、異状の可能性がある個所についてテレビカメラ等による調査を実施。

5年に1回程度の頻度で分解調査を実施。

5年に1回程度の頻度で分解調査を実施。

5年に1回の頻度で分解調査を実施。

修繕・改築の判断基準

緊急度がⅠ、Ⅱのものを修繕・改築対象とする。

健全度2.0 以下と評価されたものを改築とする。

 14　
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%
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令
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3 年

度
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初

年
度

）
　

→
　

95
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%
（
令

和
7 年

度
：
最

終
年

度
）

講
じ

る
対

策

　
　

未
接

続
世

帯
へ

の
戸

別
訪

問
及

び
休

日
訪

問
に

よ
る

水
洗

化
の

促
進

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
に

よ
る

啓
発

活
動

等
を

行
う
。

有
収

率
：

88
.0

%
（
令

和
3 年

度
：
初

年
度

）
　

→
　

90
.0

%
（
令

和
7 年

度
：
最

終
年

度
）

講
じ

る
対

策

　
　

有
収

率
の

向
上

を
目

指
し

、
老

朽
化

対
策

を
推

進
す

る
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そ
の

他
の

講
じ

る
対

策 　
　

「
高

崎
市

下
水

道
事

業
経

営
健

全
化

計
画

」
に

基
づ

き
、

使
用

料
体

系
の

統
一

や
使

用
料

の
引

き
上

げ
を

検
討

す
る
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水

道
使

用
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計
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度
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